
水木洋子邸施設管理業務委託 仕様書

 この仕様書は、市川市（以下「委託者」という。）が発注する下記の業務に関して、受託

者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。

１．件 名 水木洋子邸施設管理業務委託

２．業務目的 水木洋子邸施設管理を委託することにより、水木洋子邸の有効活用を図る

ことを目的とする。

３．委託場所 市川市八幡５丁目１７番３号 水木洋子邸

４．委託期間 令和８年６月１日 ～ 令和９年３月３１日

５．業務内容

受託者は、業務の遂行にあたり責任者及び副責任者を置くとともに、適切な業務従事者

を配置し、下記の業務を実施するものとする。

（１）水木洋子邸公開に関する業務

水木洋子邸公開日に以下の業務を行うこと。

・水木洋子邸の開館、閉館作業

・来館者の受付、案内

・展示資料の監視

・報告書の作成、提出

（２）水木洋子邸管理に関する業務

水木洋子邸の建物（延床１００．１４㎡）および敷地内の清掃（詳細については、

６．添付資料（１）清掃業務関係資料参照）、保全作業を行うこと。

（３）水木洋子関連文化図書等の販売業務

文化図書等売払収入の徴収事務（詳細は別途「水木洋子邸物品売払代金徴収事務委

託仕様書」に記載）と、その在庫の把握を行うこと。

６．添付資料

（１）清掃業務関係資料

・清掃業務委託個別仕様書

・配置図 Ref. No.1

・清掃業務委託リスト Ref. No.2

・清掃作業実施条件表 Ref. No.3



（２）別紙１ 水木洋子邸公開日等日数表（予定） 

 （３）別紙２ 完了届 

 

７．業務実施日及び業務時間 

 （１）業務実施日 

公開業務：下記（３）水木洋子邸公開日時の公開日 

管理業務：公開日のほかに月２日程度 

 （２）業務時間 

公開業務：９時００分～１７時００分 

管理業務：９時００分～１７時００分のうち２時間程度 

 （３）水木洋子邸公開日時 

毎月第２・４土曜日とこれに続く日曜日（ただし、１月は第４土曜日とこれに続く

日曜日、１２・２月は第２土曜日とこれに続く日曜日のみ）の１０時００分～１６時

００分 

 

８．従事者の配置及び技能等 

（１） 従事者の配置 

業務を履行するにあたり、施設公開、管理業務に関する運営要員を各日２名以上配

置するものとする。 

なお、従事者は上記配置人数を基本とし、業務に支障のないよう対応すること。 

  (２) 従事者の技能等 

・水木洋子氏のシナリオ、映画についての知識を深めるよう努めること。 

・業務従事者は、雇用者と雇用契約を結んでいること。 

 

９．提出書類及び報告書 

  （１）提出書類 

     受託者は、業務の実施にあたり、契約締結後速やかに次に掲げる書類を委託者に

提出するものとする。 

    ①業務従事者名簿（業務責任者、業務従事者名）及び業務の履行方法等を記載した

業務計画書 

    ②緊急時連絡体制表 

  （２）報告書 

     受託者は、次に掲げる報告書等を委託者に提出するものとする。 

①管理日誌 提出日：業務実施日の翌文学ミュージアム開館日 

②月別業務日誌（利用者数・報告・写真等） 翌月の７日まで 

    ③契約終了時には契約期間の各事業の実績を集計した業務報告書及び別紙２の 

完了届を提出すること。 



 

１０．その他 

（１）業務委託の引継ぎについては、業務に支障が出ないよう努め、誠実かつ的確に行

うこと。 

（２）委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業

務の改善を受託者に求めることができる。 

（３）受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警

察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。 

（４）受託者は、この業務の履行にあたり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、

委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなけ

ればならない。 

（５）受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に

関する法律を遵守し、個人の権利利益を損害することのないよう努めなければ

ならない。 

（６）受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の

目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。 

（７）業務の履行にあたっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。 

（８）この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項への対応については、委託者

と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。 



１ 件 名 ： 水木洋子邸施設管理業務委託

２ 委 託 場 所 ： 市川市八幡５丁目１７番３号　水木洋子邸

<注：＊施行場所が２箇所以上になる場合は下記欄に明示のこと/または「別紙-対象施設一覧表」による>

３ 委 託 期 間 ： 令和8年6月1日～令和9年3月31日

４ 業 務 仕 様 ：

(2)　本仕様は■印の付いたものを適用する。

５
該当箇所を□→■にマーキングのこと

１） 対象業務 ■：
□：
□：
□：
□：

１） ■： 有り

２） 清掃の範囲
（１）対象部分
（２）数量 ■：
（３）清掃回数

■： 国土交通省が制定する建築保全業務共通仕様書の「第４編 清掃」各表内の「作業内容」及び作業項目」による

■： 上記以外は添付　「清掃業務委託リスト」に記載による

３） 支給材料等 ■： 有り

□： 無し

４） 貸与資料 □： 有り
（または閲覧）

□： 　　　□： □：

■： 無し
５） ■： 有り ・日常清掃業務等 ・定期清掃業務

平日 昼間 　13：00～15：00 　：　　～　　：

夜間 　：　　～　　： 　：　　～　　：

休日 昼間 　13：00～15：00 　：　　～　　：

夜間 　：　　～　　： 　：　　～　　：

定期清掃実施日は別途協議

□： 無し

・次の材料等は、支給（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・次の用具等は、貸与（自在ぼうき、モップ、タオル、掃除機　　　　　　　　　　　　　　）

下記による

業務条件：業務実
施日時の指定

・添付　「清掃作業実施条件表」及び下記による。
（開庁日：月～金（祝祭日は除く）

（閉庁日：土・日及び祝祭日、年末年始（12月/　　日～1月/　　日）

窓ガラス清掃業務
外部建具清掃業務

施設（設備）
関係図面、
資料

詳細は、１３）添付書類による

添付　「清掃業務委託リスト」による

（４）清掃項
目・内容

清掃業務委託　個別仕様書

(1)　本仕様書に記載されていない事項は、『市川市建築保全業務委託共通仕様書』（以下『共通仕様書』
　　という。）による。

業務条件他個別事項

日常清掃業務、日常巡回清掃業務　・添付　「清掃作業実施条件表」による。
定期清掃業務
特別清掃業務
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該当箇所を□→■にマーキングのこと

６） □： 有り

■： 無し

７） 火気使用 □：

■： 不可

８） □：

■：

９） ■：
□：

１０） ■： 可

□： 否

１１） □： 可
■： 否

１２） 付属書類 □： 市川市建築保全業務委託共通仕様書
□：
□：

１３） 添付書類
施設（設備）関係図面、資料

名　　　称 Ref.No.             

■： 「清掃図面」 1

■： 　「清掃業務委託リスト」 2

■： 清掃業務「清掃作業実施条件表」 3

□： 「廃棄物保管、集積場所位置図」

その他
□：

１４） その他特記

以上

駐車場の利
用

無し
廃棄物の処理等
（発生材の保管場
所、集積場所）

有り 添付　「廃棄物保管、集積場所位置図」による
無し

居室等の利
用

・次の居室等は、利用可（事務室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

建築物環境衛生
管理技術者の適
用

条件付可 （但し、事前に火気使用届けで承諾要）

本業務に密接に
関連する別契約
業務有無

有り （有り の場合は、この欄に指定条件を記載すること）
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Ref No.1 
 
 

「清掃図面」（案内図）及び「廃棄物保管、集積場所位置図」 
水 木 洋 子 邸          

 

廃棄物保管、集積場所位置 



個別仕様書/清掃業務委託リスト

清掃業務委託リスト 作成 Ref. No.2

件名： 水木洋子邸施設管理業務委託
施行期間： 令和8年6月1日　～　令和9年3月31日
施行場所： 市川市八幡5丁目17番3号　水木洋子邸

建物内部の清掃 　　　　　　　　　　　 作業項目
備考

１） 床の清掃

標準作業項目 （1）弾性床： ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルク床タイル等 弾性床 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ｘ
（2）硬質床： 陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等 硬質床 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

（3）繊維床： カーペット・じゅうたん・たたみ等 繊維床 ■ ■ ■ ■ ■

２） 場所別の清掃 補
修

洗
浄

a b a b a b a b ｃ a b

場所別 床材質 階数 室名称他
共通仕様

※ ※ ※ ※ ※ ※

別途指定
※ ※ ※ ※ ※ ※

■
標準 （3）事務室 (3）繊維床 ● ★ ● ★　　

1Y
● ● ★　　

2M
★　　
1Y

★　　
1Y

★　　
1Y

■
標準 （5）会議室 (1）弾性床 ● ★ ● ● ★

（＊
★
（＊

★　　
2Ｍ

★
（＊

● ● ● ★　　
2M

★　　
1Y

★　　
1Y

★　　
1Y

●

■
別途指定 （5）会議室 (3）繊維床 1階 和室 1 業務日毎 畳 ● ●

■
別途指定 (1）玄関ホール(2）硬質床 1階 玄関 ● 1 業務日毎 石 ● ● ● ● ● ★ ●

■
別途指定 （7）廊下＆EVホ(2）硬質床 1階 廊下 ● 1 業務日毎 木 ● ● ●

■
標準 （7）廊下＆EVホ(3）繊維床 ● ★ ● ★　　

1Y
● ● ★ ★

2/M
★　　
2M

★　　
1Y

★　　
1Y

■
別途指定 （9）便所＆洗面(2）硬質床 1階 便所・洗面所 ● 1 業務日毎 木 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

■
別途指定 （11）湯沸し室 (1）弾性床 1階 台所 ● 1 業務日毎 木 ● ● ● ● ●

■
標準 （15）階段 (2）硬質床 ● ★ ● ● ★ ★

（＊
★ ★　　

2M
● ●

作
業
仕
様
区
分

床の清掃 床以外

共通 専用

弾性床/硬質床 繊維床（カーペット・じゅ
うたん・たたみ）

フ
ロ
ア
マ
ッ

ト

什
器
備
品

2026/4/8

洗
面
台
・
水
栓

換
気
扇

流
し
台

手
す
り

窓
ガ
ラ
ス

照
明
器
具

吹
出
口
・
吸
込
口

ブ
ラ
イ
ン
ド

窓
台

扉

除塵 除塵

灰
皿

ご
み
箱

金
属
部
分

壁

便所＆洗面
所

エレベー
タ

扉＆
便所
洗面
台の
へだ
て

衛
生
陶
器

衛
生
消
耗
品

壁
・
扉
・
操
作
盤

扉
溝

鏡

汚
物
/
厨
芥
容
器

施行場所
清掃
回数

実施
時期

数量　
　床面

積（他）

㎡

材質
名

日
常
清
掃
及
び
巡

回
清
掃
●

日常
清掃
●

定
期
清
掃
★

特
別
清
掃
★

周期（＊）＝特記, 及び※欄
は委託者が指定すること

表面 は
く
離
（

＊
）

水拭き 補修 洗浄

通
常

真

空

掃

除

機

併

用

部分 全面
空

バ

フ
ィ

ン

グ

ス

プ

レー

バ

フ
ィ

ン

グ

一
般
床
洗
浄

掃
除
機

ス
イー

パー

除
塵

洗
浄

部
分
拭
き

ス

ポ
ッ

ト

ク

リー

ニ

ン

グ

全
面
ク
リー

ニ
ン
グ

し
み
取
り

扉
ガ
ラ
ス

全
面
洗
浄

除
塵

拭
き

吸
殻
収
集

ご
み
収
集

除
塵

除
塵

部
分
拭
き

洗
浄

拭
き

拭
き

拭
き

除
塵
・
拭
き

部
分
拭
き

拭
き

収
集

拭
き

拭
き

洗
浄

部
分
拭
き

洗
浄

補
充

部
分
/
全
面
拭
き

除
塵

該当箇所を□→■
にマーキングのこ

と
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個別仕様書/清掃業務委託リスト

建物内部の清掃
備考

１） 床の清掃

標準作業項目 （1）弾性床： ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルク床タイル等 弾性床
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ｘ

（2）硬質床： 陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等 硬質床
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

（3）繊維床： カーペット・じゅうたん・たたみ等 繊維床
■ ■ ■ ■ ■

２） 場所別の清掃 補
修

洗
浄

a b a b a b a b ｃ a b

場所別 床材質 階数 室名称他
標準

※ ※ ※ ※ ※ ※

別途指定
※ ※ ※ ※ ※ ※

■
標準 （19）浴室、ｼｬﾜ(2）硬質床(浴室、ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ内） ● ★ ● ● ★

1Y
● ● ● ★

1Y
● ● ● ● ● ● ● ●、

★
2/M

●、
★

2/M

●

■
標準 （19）浴室、ｼｬﾜ(1）弾性床又は木床（脱衣室） ● ★ ● ● ● ● ★

1Y
● ● ● ★

1Y
● ● ● ●、

★
2/M

●、
★

2/M

●

３） ごみ収集 日
常

清
掃

●

■
標準 ごみ収集 ●

建物外部の清掃 清掃回
数

実施時
期

　　数量
面積㎡

材質名

1） 窓ガラス 洗浄

■
標準 窓ガラス 洗浄 ★

2） 外部建具 洗浄 通常の

汚れ

著しい

汚れ

■
標準 ★ ★

1Y

3） 外壁 洗浄

■
別途指定 ☆

（＊

■
別途指定 ☆

（＊

4） 建物の周囲 通常
除塵

部分
水拭
き

洗浄

■
別途指定 （1）玄関周り 1階 玄関前 ● 1 業務日毎 石

● ●

■
標準 （3）犬走り ● 拾い

掃き
●

■
標準 （4）構内通路 ● 拾い

掃き
●

■
標準 （5）駐車場 ● 拾い

掃き
●

作
業
仕
様
区
分

作業項目

床の清掃 床以外

共通 専用

弾性床/硬質床 繊維床（カーペット・じゅ
うたん・たたみ）

フ
ロ
ア
マ
ッ

ト

扉
ガ
ラ
ス

什
器
備
品

灰
皿

水拭き 補修 洗浄 除塵

ご
み
箱

金
属
部
分

壁

窓
ガ
ラ
ス

照
明
器
具

吹
出
口
・
吸
込
口

ブ
ラ
イ
ン
ド

窓
台

扉 鏡

汚
物
/
厨
芥
容
器

洗
面
台
・
水
栓

換
気
扇

流
し
台

手
す
り

浴室、シャワールーム＆脱衣室

壁

(

浴
室
、

シャ

ワー

ブー

ス
内
）

椅
子
・
洗
面
器

水
栓
・
シャ

ワー

金
具
等

排
水
口

足
拭
き
マ
ッ

ト

脱
衣
箱
、

か
ご

消
耗
品

天
井

扉

厨
芥
容
器

日
常
清
掃
及
び
巡

回
清
掃
●

日常
清掃
●

定
期
清
掃
★

特
別
清
掃
★

周期（＊）＝特記, 及び※欄
は委託者が指定すること 除塵

は
く
離
（

＊
）

し
み
取
り

施行場所
清掃
回数

実施
時期

数量　
　床面

積（他）

㎡

材質
名

一
般
床
洗
浄

掃
除
機

ス
イー

パー

拭
き

ス

ポ
ッ

ト

ク

リー

ニ

ン

グ

全
面
ク
リー

ニ
ン
グ

通
常

真

空

掃

除

機

併

用

部分 全面

空

バ

フ
ィ
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市川市　清掃業務個別仕様書

清掃作業実施条件表

件名：

6:30 20:30

玄関
廊下
便所及び洗面所
和室
台所
玄関前

Ref.No.3

水木洋子邸施設管理業務委託

区域 階数
作業時間

6：30～12：00 12：00～20：30
7:00 17:00 19:009:00 11:00 13:00

12:00 14:00

14:30

15:00

16:00 18:00 20:00

7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30

10:00

専用部

15:30 16:30 17:30 18:30 19:30

共用部

室名
8:00

1/1



⽔⽊洋⼦邸公開⽇数表 別紙1
年 ⽉ ⽇数 管理業務⽇数

令和8年 6⽉ 13⽇(⼟) 14⽇(⽇) 27⽇(⼟) 28⽇(⽇) 4⽇ 2⽇
7⽉ 11⽇(⼟) 12⽇(⽇) 25⽇(⼟) 26⽇(⽇) 4⽇ 2⽇
8⽉ 8⽇(⼟) 9⽇(⽇) 22⽇(⼟) 23⽇(⽇) 4⽇ 2⽇
9⽉ 12⽇(⼟) 13⽇(⽇) 26⽇(⼟) 27⽇(⽇) 4⽇ 2⽇
10⽉ 10⽇(⼟) 11⽇(⽇) 24⽇(⼟) 25⽇(⽇) 4⽇ 2⽇
11⽉ 14⽇(⼟) 15⽇(⽇) 28⽇(⼟) 29⽇(⽇) 4⽇ 2⽇
12⽉ 12⽇(⼟) 13⽇(⽇) 2⽇ 2⽇

令和9年 1⽉ 23⽇(⼟) 24⽇(⽇) 2⽇ 2⽇
2⽉ 13⽇(⼟) 14⽇(⽇) 2⽇ 2⽇
3⽉ 13⽇(⼟) 14⽇(⽇) 27⽇(⼟) 28⽇(⽇) 4⽇ 2⽇

⽇数計 34⽇ 20⽇

公開⽇



完 了 届

　　市　川　市　長　様

住所

氏名 印

　　　下記のとおり業務が完了したので、届出をします。

１．業 　務 　名 水木洋子邸施設管理業務委託

２．委 託 場 所 市川市八幡５丁目１７番３号　水木洋子邸

３．契約年月日 令和　　年　　月　　日

４．委 託 金 額 　　　　　　　円

令和　年　　月　　日から

５．委 託 期 間

令和　年　月　日まで

６．完了年月日 令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

別紙2



水木洋子邸物品売払代金徴収事務委託仕様書

この仕様書は市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が

当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。

１．件 名 水木洋子邸物品売払代金徴収事務委託

２．業務目的 本業務は水木洋子邸における物品売払代金徴収事務に関し、適正な管理

を目的とする。

３．委託場所 市川市八幡 5 丁目 17 番 3 号 水木洋子邸 

４．委託期間 令和８年６月１日～令和９年３月３１日

５．業務内容

委託者が受託者に徴収を委託する水木洋子邸物品売払代金は、別紙使用料及び物品売

払一覧のとおりとし、売払相手方より徴収し、領収書を発行する。

一日の徴収金の納付書を作成し、徴収した日の翌日(その日が市川市の指定金融機関及

び収納代理金融機関（以下「指定金融機関等」という。）の営業日でない日に当たる場合

にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)のうちに現金等払込書

に領収済通知書を添えて、当該現金とともに出納取扱店又は収納取扱店に払い込む（電

子マネー等による納付分を除く。）。ただし、事務処理等の事情によりやむをえないと委

託者が認めたときは、払込日を変更することができる。

指定金融機関等へ払い込みをしたときは、次の書類を翌月１０日までに委託者に提出

するものとする。

（１）指定金融機関等から交付を受けた領収書

（２）調定額を記載した調定通知書

（３）税外収入原簿計算書

６．添付書類  使用料及び物品売払一覧(別紙) 

７．業務実施日及び業務時間

（１）業務実施日 水木洋子邸公開日

（２）業務時間 ９時００分～１７時００分

８．提出書類及び報告書

調定通知書、税外収入原簿計算書 領収証書



 

９．その他 

（１）業務委託の引継ぎについては、水木洋子邸施設管理業務に支障が出ないよう努め、

誠実かつ的確に行うこと。 

（２）委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務

の改善を受託者に求めることができる。 

（３）受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察

署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。 

（４）受託者は、この業務の履行にあたり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、

委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を追わなければ

ならない。 

（５）受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関

する法律を遵守し、個人の権利利益を損害することのないよう努めなければならな

い。 

（６）受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目

的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。 

（７）業務の履行にあたっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。 

（８）この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度

協議の上、決定するものとする。 



⽔⽊洋⼦邸 使⽤料及び物品販売売払⼀覧 別紙
No, 図書名 税込み価格 販売数 ⼩計
1 ⽣誕100年 脚本家⽔⽊洋⼦ 800円 0円
2 ⽔⽊洋⼦ 映画−脚本家のアングル 700円 0円
3 ⽔⽊洋⼦の＜浮雲＞＜おかあさん＞ 300円 0円
4 絵本 ⺟さんの庭 800円 0円
5 ⽔⽊洋⼦珠⽟のエッセイ ⼀期⼀会 500円 0円
6 ⽔⽊洋⼦クリアファイル 300円 0円
7 ⽔⽊洋⼦ ポストカードセット （5枚セット） 200円 0円
8 ⽔⽊洋⼦ ⼀筆箋 200円 0円
9 花と⽊と実り −⽔⽊洋⼦邸の春夏秋冬− 280円 0円
10 ⽔⽊洋⼦の暮らした家と昭和の道具たち 280円 0円

0円当⽉合計


